
岩手県監査委員告示第30号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項の規定に基づいて行った平成21年度の出納その他の事務の執行に係る監査の結

果を次のとおり公表する。 

  平成23年５月13日 

岩手県監査委員 千 葉 康一郎  

岩手県監査委員  下 正 信  

岩手県監査委員 伊 藤 孝次郎  

岩手県監査委員 工 藤 洋 子  

１ 監査対象団体、監査執行年月日及び担当監査委員 

監査対象団体 監査執行年月日 担当監査委員 

岩手県交通株式会社 平成23年２月16日 千 葉 康一郎   工 藤 洋 子 

株式会社ＮＴＴファシリティーズ・株式会社盛岡博報

堂・株式会社図書館流通センター・鹿島建物総合管理

株式会社・社団法人岩手県ビルメンテナンス協会・岩

手県ビル管理事業協同組合グループ 

〃    〃         〃 

財団法人岩手県建築住宅センター 〃    〃         〃 

財団法人岩手県電気技術振興協会 〃  下 正 信   伊 藤 孝次郎 

社会福祉法人岩手県社会福祉事業団 〃 〃         〃 

財団法人岩手県林業労働対策基金 〃    〃         〃 

財団法人雫石町体育協会 平成23年２月18日 千 葉 康一郎      〃 

ＫＯＩＷＡＩ 〃    〃         〃 

公益財団法人岩手県暴力団追放推進センター 〃    〃         〃 

財団法人岩手県漁業担い手育成基金 〃    〃         〃 

財団法人ふるさといわて定住財団 〃    〃         〃 

岩手県ビル管理事業協同組合・株式会社ＪＴＢ東北共

同事業体 
〃  下 正 信   工 藤 洋 子 

社団法人岩手県畜産協会 〃    〃         〃 

財団法人岩手県スポーツ振興事業団 〃    〃         〃 

財団法人岩手県文化振興事業団 〃    〃         〃 

財団法人岩手県文化振興事業団・株式会社アクト・デ

ィヴァイスグループ 
〃    〃         〃 

財団法人岩手育英奨学会 〃    〃         〃 

２ 監査の結果 以上の団体については、おおむね良好と認められる。 
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